
令和４年１月１日から
瓦屋根の緊結方法が強化されます

建築基準法の告示基準（昭和46年建設省告示第109号）の改正

R4.1.1以降に着工する建築物が対象（新築・増改築）
対象建築物

改正概要

検査申請書の記載例

令和元年房総半島台風（台風15号）によって住宅の屋根瓦等に大きな
被害が発生したことを受け、屋根ふき材に対する強風対策として、
「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に準拠した「ガイドライン工
法」を位置づけるための建築基準法の告示基準が改正されました。

完了検査又は中間検査の申請書第四面には、瓦屋根工事の設計図書
と品質管理記録の照合を行い、その結果を記載下さい。

※瓦の種類や基準風速に応じた平部の緊結方法 等の基準の詳細については告示をご確認下さい
上記の他、①②の緊結方法も可能です
①ガイドラインの標準試験に合格した緊結方法
②告示第1458号の構造計算方法により安全性が確かめられた緊結方法

くぎ等：くぎ又はねじ

問い合わせ先：佐賀県県土整備部建築住宅課 TEL0952-25-7165


